
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 梅雨に入り毎日、湿度が高く雨の日が続いています。雨の中、道を歩いてい

ると、生き生きと咲く紫陽花が目を引きます。紫陽花は英語で「Hydrangea」＝

「水の器」という意味です。雨の日に紫陽花が美しく見えるのは、小さな花が

集まり雨のしずくを受けて輝いているからなのですね。お花も、食べ物も景色

も旬のものを大いに楽しみましょう！ 

 ただし、雨の日は道路が滑りやすくなっていたり、カッパを着たり傘を差し

たりと、前が見えにくくなって、登校中のケガが増える時期でもあります。心

と時間に余裕を持って登校しましょう。 

 

口には様々な働きがあります。 

○脳の活性化 

噛むことで脳への血流を増すことが知られています。 

ネズミの実験では「よく噛んで食べる餌」を与えられたネズミは記憶力が良く

なる研究結果が出ています。 

○コミュニケーションによるストレスコントロール 

笑顔でおしゃべりすることによりストレス解消につながり、心の健康が 

図れるといった経験があると思います。笑顔は歯の健康と密接なかかわ 

りがあります。 

○美味しく食べる 

「適正量の唾液を分泌する唾液腺」「きちんと味を感じる舌」「確実に噛むこと

ができる歯」「むせることなくスムーズに飲み込める喉」があってのことです。 

○体を支え姿勢を安定させる 

野球選手が歯を大事にしている話は有名です。巨人軍の王選手がホームランを

打った時の咬合圧は９０㎏を越えていたそうで、並外れた咬合圧が彼の抜きん

でた瞬発力は頑丈な顎と丈夫な歯にあったと言われています。イチロー選手も

歯を大切にしていたそうです。 

○食事中の姿勢 

食事中の正しい姿勢は「顎（骨格）と消化を助ける内臓の位置関係」に影響し

ます。 

                    ＜参考：日本歯科医師会ホームペ

ージより＞ 

口の健康と全身の関わり 

 

 

越谷南高校 保健室 2023.6.16. 

雨の日はケガに注意 

 

 

雨の日は、登校中のケガが多く発生しています。

時間に余裕を持って登校しましょう。 

 

 

 

 埼玉県から令和 5 年度分の生理用ナプキンが届いたの

で、各トイレに置きました。本校は 1 年間で約 1500 個

です。一人 3 個くらい使える計算となります。それを使

い切ると次の年度まで支給されません。 

「急に必要」なときのために、上手な使用を心がけてく

ださい。トイレの分がなくなってしまった場合は、以前

のように、直接保健室に本人が取りに来てください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SNS 上手な使い方 

・インターネット使用は時間を決めよう。 

・周りの風景に目を向けよう。 

・友人とは面と向かって話をしよう。 

・いろいろな場面で家族や信頼できる大人と話そう。 

「虐待」と「しつけ」の違い 

 
虐待には、「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」があります。 

「虐待」と「しつけ」の違いは 

虐待は、大人が自分の感情に任せて子どもを力でコントロールすることです。 

英語では「Child abuse（チャイルドアビューズ）と言い「アビューズ」は「誤用、 

乱用」という意味です。大人が子どもに対して力を乱用するイメージです。どん 

なに子どもを思っていても子どもの心や体を傷つけるような教え方をしてはいけ 

ません。 

しつけとは、子どもが自分で感情や行動のコントロールができるように落ち着 

いて教えることです。感情のままに言葉を子どもにぶつけるのは暴力です。 

子どもの権利条約とは 

生命、生存発達に対する権利、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、差 

別の禁止です。（1990年に発行、日本は 1994年に批准しました。） 

 

 

 

子どもの権利条約とは 

 
生きる権利 

住む場所、食べ物が有り、医療を

受けられるなど命が守られること 

 

参加する権利 守られる権利 

育つ権利 

 

  
紛争に巻き込まれず、難民になっ

たら保護され、暴力や搾取、有害

な労働から守られること 

自由に意見を表現したり、団体を作ったり

できること 

勉強したり遊んだりして、持って生まれた

能力を十分伸ばしながら成長すること 

あなたは 

一人じゃな

い！ 

Consent for kids ぜひクリックしてみてください↓ 

https://www.youtube.com/watch?v=xxlwgv-jVI8 

 子 ど も に も

色々な権利が

あります。 

 自分の意見を

言う権利 


